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高規格救急自動車への電動ストレッチャー導入の取扱いについて 

 

高規格救急自動車の仕様については、平成 18 年に、財団法人日本消防設備安全セン

ターが設置した「高規格救急自動車標準仕様検討委員会」による「高規格の救急自動車

標準仕様検討報告書」【別添１】において標準的な仕様のあり方（以下「標準的な仕様」

という。）が提案され、消防庁から周知を行いました。 

近年では、昇降、車内収容等の動作を手動で行う現行のストレッチャー（以下「現行

ストレッチャー」という。）に加えて、当該動作を自動で行うことができるストレッチ

ャー（以下「電動ストレッチャー」という。）の開発及び販売が行われており、電動ス

トレッチャー導入により救急隊員の身体的負担軽減、女性隊員の活躍推進、安全性向上

等が期待されます。一方、電動ストレッチャーは標準的な仕様の検討当時にはなかった

救急資器材であることから、「令和４年度救急業務のあり方に関する検討会」において、

高規格救急自動車への電動ストレッチャー導入について検討を行いました。また、令和

５年度には、消防庁において、電動ストレッチャーの機能に関する検証を行いました。 

その結果、下記のとおり、電動ストレッチャーも、現行ストレッチャーと同様、高規

格の救急自動車に積載するものとして取り扱って差し支えないことが確認できたこと

から、電動ストレッチャーの有用性に鑑み、その導入について検討いただくようお願い

します。また、貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）

に対して、この旨周知されますようお願いします。 

 

記 

 

１ 「令和４年度救急業務のあり方に関する検討会」の検討結果（【別添２】） 

（１）左右移動機能に関する検討結果 

   標準的な仕様において現行ストレッチャーの架台に求められている「左右方向の

移動が可能な構造」（以下「左右移動機能」という。）については、その有用性に鑑

みて、電動ストレッチャーにおいても原則として備えるべき機能である。 

   一方で、各消防本部の実情に応じて、十分な工夫が検討されるとともに、救急隊

員の活動等において支障がないと認められる場合にあっては、例外的に、架台に左

右移動機能を有していない場合においても、現行ストレッチャーと同様に、高度な

応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する高規格の救急自動車に積載す

るものとして取り扱って差し支えない。 



 

（２）防振機能に関する検討結果 

標準的な仕様において現行ストレッチャーの架台に求められている「振動及び水

平方向の加速度を減衰させる構造」（以下「防振機能」という。）については、搬送

中の振動等による傷病者への負担を軽減させることが目的であり、標準的な仕様に

おいて明確な数値基準は設けられていないが、これまでの蓄積のもとに性能が確保

されている。 

電動ストレッチャーの防振機能についても、現行ストレッチャーの架台において

確保されてきた性能とおおむね同等であることの目安をもって一定の確認が出来

るのであれば、現行ストレッチャーと同様に、高度な応急処置を行うために必要な

構造及び設備を有する高規格の救急自動車に積載するものとして取り扱って差し

支えない。 

 

２ 電動ストレッチャーの防振機能に関する検証結果 

令和５年度、既に導入実績のある電動ストレッチャーの機種について、防振機能に

関する検証を消防庁において実施した。現行ストレッチャーの架台において確保さ

れてきた性能を測定し、電動ストレッチャーと比較を行った結果、おおむね同等の防

振性能を満たすものと確認した。 

 

３ 高規格救急自動車への電動ストレッチャー導入の取扱い 

上記１及び２に基づき、電動ストレッチャーについても、現行ストレッチャーと同

様に高規格救急自動車に積載できるものとして取り扱う。 

なお、救急活動時における電動ストレッチャーの活用事例、留意点等について、別

途、情報提供する予定であることを申し添える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

消防庁救急企画室 

飯田救急専門官、白坂係長、辻野事務官 

TEL：03-5253-7529 

E-mail：kyukyusuishin@soumu.go.jp 

【別添１】「高規格の救急自動車標準仕様検討報告書」 

【別添２】「令和４年度救急業務のあり方に関する検討会報告書（抜粋）」 

URL:https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-118/04/houkoku.pdf 
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1　目　的

　近年における救急需要の増大と救急業務の高度化に伴い、消防本部では救急車両の

増強・更新に際して高規格の救急自動車（以下「高規格車」という。）の導入が積極

的に図られている。一方で高規格車を整備する場合の有力な財源となる補助金の確保

は年々厳しい状況となっており、新たな対応策を講ずる必要性が求められている。

　消防本部では、高規格車及び搭載する電子医療機器その他の救急資器材等（以下「業

務機器」という。）の導入費用を極力抑えて整備したいとの思いが強いものの、救急

業務全般の安全性確保や業務機器の高機能化が求められるなど活動面の現実的な事

情もあり、導入費用の低価格化を図る要素は極めて限定的な実情にある。また、高規

格車及び業務機器の低価格化を阻害する要因として、各消防本部がメーカーに発注す

　る際に作成する調達仕様書の独自性や、発注内容の多様化傾向が挙げられている。

　　このような諸問題を踏まえ、高規格車の一層の整備促進に資する観点から、高規格

車等の整備コストの低減を実現する上で有効と考えられる「仕様の標準化」を目的と

　し、課題の整理及び具体策並びに高規格車を調達する際の標準的な仕様書のあり方を

検討するため、財団法人日本消防設備安全センター内に「高規格救急自動車標準仕様

検討委員会」（以下「委員会」という。）を設置した。

2　検討事項

（1）高規格車の現況調査

（2）高規格車が最低限必要とする機能に関する調査

（3）高規格車の標準仕様の検討

（4）その他必要な調査、検討

（5）標準的な仕様の提案

3　検討体制

委員会の委員は、学識経験者、消防関係機関等の職員及び国内の高規格車を製造及び

ぎ装を行う民間企業により構成した。

3．1　高規格救急自動車標準仕様検討委員会

（1）委員　（○：委員長敬称略順不同）
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和
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○ 東京大学消防防災科学技術寄付講座客員教授

仙台市消防局警防部救急課長

船橋市消防局参事（警防課長事務取扱）

東京消防庁参事兼管理課長

名古屋市消防局総務部施設課長

：豊川市消防本部総務課長
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トヨタ自動車株式会社　フリート営業・特装部フリート営業室

総括グループ　係長

トヨタテクノクラフト株式会社車両特装第3特装事業室

マネージャー（室長）　車両謂発開発事業室プロジェクト3主査

日産自動車株式会社LCV事業本部マーケティンク戦略クシレープ

マーケティングマネージャー（特装担当）

株式会社オーテックジャパン　販売業務部

AM販売業務グループ　マネージャー

独立行政法人消防研究所基盤研究部救急研究グループ長

財団法人救急振興財団企画調査課長

全国消防長会事業企画課長

全国消防長会事業管理課長

総務省消防庁救急救助課長

※名簿は平成17年3月31日現在のもの

3．2　高規格救急自動車標準仕様検討委員会作業部会
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坂　本　浩

黒　澤　雄　二

田　中 毅

仙台市消防局　管理課施設装備係主査

船橋市消防局　警防課主査装備係長

東京消防庁　救急医務課救急業務係長

東京消防庁　救急指導課救急技術係主任

東京消防庁　管理課特殊車製作係長

名古屋市消防局　救急対策室主任

豊川市消防本部　総務課主任

トヨタ自動車株式会社　フリート営業・特装部フリート営業室

総括グループ　係長

トヨタテクノクラフト株式会社車両特装第3特装事業室

マネージャー（室長）　車両開発開発事業室プロジェクト3主査

日産自動車株式会社LCV事業本部マーケティンク戦略クシレ“プ

マーケティングマネージャー（特装担当）

株式会社オーテックジャパン　販売業務部

AM販売業務グループ　マネージャー

※名簿は平成17年3月31日現在のもの
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3．3　検討状況

（1）委員会

　　　　第1回委員会　　平成16年11．月15日

　　　　第2回委員会　　平成17年　1月21日

　　　　第3回委員会　　平成17年　3月18日

（2）作業部会

　　　　作業部会　平成17年　3月　3日　（木）

　
　

　
　

　

月
金
金

（
　

（
　

（

4　救急業務と高規格車等の現状把握

4．1　救急業務の高度化に関する現状

4．1．1救急救命士の養成及び運用状況

　平成3年に定められた救急救命士法（平成3年法律第36号）の施行に伴い、救急救

命士の養成と有資格者数の増加が進められてきた。次図のとおり有資格者数は、年々増

加傾向にあり、平成16年には15，303人が救急救命士の資格を取得している。

救急救命士有資格者数

（注）各年とも4月1日現在の数値である。

16，000

14，000

12ρ00

10，000

8，000

6，000

4，000

2COO

　0

　　　　910111213＋救急救命士の資格を有する消防職員（人）

一
●一救急救命士として運用されている救急隊員（人）

14 15 16（年度）

（出典）平成16年版消防白書
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4．1．2　高規格車の導入推移

　平成3年3，月の「救急自動車及び救急資器材の構造改善等検討委員会」の答申を受け、

国内自動車メーカーは平成4年度以降、高規格車の製造を開始した。また、整備の状況

にっいては、平成4年にわずか55台（全体の1．1％）であったが、平成16年には救急

自動車5，636台のうち高規格車は、3，687台（65，4％）となった。

　　　　　　　　　　救急自動車と高規格救急自動車の推移

　　5β提）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（台）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，636
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，574
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，0005・600■■高規格救急車数

5，400＋救急自動車

5，200

5，000

4，800

4，600

4，400

4，200

H4

179

■
H5

42フ

■

H6

　　5，251
5，197

il“111

3，637　　4ρ00

H7　　H8　　Hg　　HlO　HIl　H12　Hl3　H14　H15　Hl6

3，000

2，000

1，000

0

（出典）平成16年版救急・救助の現況

　現在、従来型を含む救急自動車の年間製造台数は、次のグラフに示すとおりであり、

年間約500台が製造され、そのうち約8割は高規格車が占めていることがわかる。

　　　　　　　　　　　　　救急自動車の製造台数

漬彫

　H13

ロその他

（出典）消防庁調べ

4



4．2　高規格車の導入に関する現状

4．2．1標準的なスケジュール

　消防本部の高規格車の調達に係る標準的なスケジュールは、概ね次のように進捗して

いる。なお、このスケジュールは消防庁補助事業として設定した場合の目安である。

年一丹
づ　　内，響　　　　講ill縁　　　　　　　l　　ii　＞

前年度7月～ 車両の基本仕様を検討（内部ヒアリング等）

前年度9月上旬
財政担当部局から来年度の予算編成についての概要説明

第1次仕様書を提示し、自動車販売会社から見積書を徴する。

前年度9月上旬 見積書の作成

前年度9月下旬 見積書の提出、消防本部予算担当課との予算編成ヒアリング

前年度11月上旬 財政担当部局との予算編成ヒアリング

前年度12月中旬 次年度予算内示

前年度12月中旬～

　車両製作仕様書の検討（べ一ス車の基本仕様、積載する業務機

器・装備品等）・作成

（救急担当課及び現場救急隊からの意見、要求等を反映）

　第2次仕様書を提示し、自動車販売会社から見積書を徴する。

前年度3月 市町村議会における次年度予算の審議及び承認

前年度3月下旬 財政担当部局契約担当課と車両購入書類の打合せと調整

入札のための最終（第3次）仕様書を提示し、自動車販売会社か

ら設計価格算定のための見積書を徴する。

本年度4月 財政担当部局契約担当課に車両購入書類を提出（一式）

本年度5月上旬 車両購入に関する公告

本年度6月上旬 車両製作仕様説明会の実施。確定仕様書を入札参加者に提示

入札参加者は入札のための最終見積書を作成する。

本年度6月中旬 車両購入の入札

本年度6月下旬 車両購入の仮契約締結

本年度7月上旬 車両購入に関し議会における承認

本年度7月上旬 車両購入の本契約

本年度7月下旬～ 車両製作に関する打合せ（車両製作承認図により詳細に行う）

本年度11月上旬 　中間検査（製作している工場まで出向し、仕様書に基づく車両

製作及び進捗状況の確認）

本年度12月上旬 自動車賠償責任保険、自動車重量税の申請（財政局車両担当課）

本年度1月中旬 車検の取得

本年度1月下旬 納車検査（検査担当：財政局車両担当課）
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4．2．2　消防本部で作成している調達仕様書の現状

　全国の消防本部は各々独自の調達仕様書を作成しており、全国消防本部のオリジナル

車両が発注されている現状にある。さらには、毎年仕様を変えている消防本部も存在し

ている。

　　標準的な調達スケジュールについては前述でも説明したが、大半の消防本部は、予

　算執行の都合上、前年度夏季以降から調達事務が進められ、当年度5月中旬以降、秋

　期頃までに一斉に発注がされる傾向にある。

4．2．3　ベース車製造メーカー側の現状

（1）べ一ス車製造メーカーのスケジュール

　　　ベース車製造メーカーは、消防本部の調達スケジュールに対しておおむね次のよ

　　うに対応している。

消防本部側の動き　　　自動車メーカー側の動き ぎ装メーカー等側の動き

1 入札・受注業者決定（販売会社） 一

2 最終仕様書の記載事項に対しての詳細打合せ

3
一 打合せ後の製造仕様書に基づき、詳細設計図書を作成

4
一 詳細設計図書（承認図面）が完成

5 　詳細設計図書（承認図面）を用いて、仕様書に基づいた図面になっているか確認し、

相違がなければ、消防本部から着工指示あり。

6
一

べ一ス車両の製造
　内装部品の製造

（全てオリジナル部品）

7
一 べ一ス車両が完成 内装部品が完成

8
一 一 べ一ス車両が納

9
一 一 内装部品の取付け作業開始

　（全てオリジナル作業）

10
一 一 内装部品の取付け完了

11 中間検査の実施
12

一 消防職員による中間検査完 メーカー内部の社内検査

13
一 一 社内検査合格出荷

14 販売会社において現地作業（無線、電話工事等）

15
一　　　　　　　　　　各種申請手続きを実施（販売会社）

16 消防職員等による完成検査の実施

17 完成検査が完了　　匝重1
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（2）作業の困難性

　　ベース車製造メーカー及びぎ装メーカー（以下「メーカー」という。）は、各消

　防本部が作成した多様な仕様書にそれぞれ個別に対応しなければならないため、特

　注要素の多い高規格車を製造している状況にある。また、仕様書がオリジナルであ

　り、過去に製造実績のある箇所が少ない場合があるため、受注後に各々仕様の確認

　を余儀なくされており、このため、メーカーでは事前に車両や部品などを製造して

　おくことができない傾向となっている。さらに、発注時期がおおむね年度の後半に

　集中するため、作業負荷に極端な偏りが生じてきている。

　　前述で示した製造スケジュールでわかるように、メーカーは全国の消防本部で作

　成したオリジナル車両の仕様について詳細に検討し、その都度設計図書を作成しな

　ければならないため、車両製造に着手するまでに多くの時間を要する状況となって

　おり、その結果、次表に示すとおり概ね9A以降から短期集中的な製造を繰り返し

　ている状況である。

救急自動車の製造作業状況（例）

車両製造が9月以降から
多くなっている。

一般的に7．月下旬から車両

製作に関する打合せが消防
本部と車両メーカーで行わ
れている。

1％　　1％　　1％

11％

繁忙期

15％

16％

12％

％

13％　13％

4月　5月　6月　7月　8月　9月　　10月　11月　12月　1月　2月　3月

　　　　　　　　　　　※このグラフは閑散期と繁忙期をイメージしたものである。
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4．3　高規格車の調達に係る現状の課題の整理

（1）仕様の独自性

　　　高規格車の仕様については、基本的に国が平成3年に定めた救急業務実施基準

　　（以下「実施基準」という。）等の基準や、消防防災設備整備費補助交付要綱（以

　　下「交付要綱」という。）に基づいものとなっていることら、仕様の基本的な部分

　　にっいて大差はない状態である。しかしながら、ぎ装部分については各消防本部の

　　オリジナル仕様となっているものが多く、（同一消防本部による同一年度の発注に

　　おいても仕様が異なる場合もある。）多種多様な状態となっている。

　　　このような事情から、メーカーでは見積依頼があるたびに様々な発注仕様書を注

　　意深く精査する必要があり、その作業に相当の日時を要している。

（2）変更指示

　　製造過程における中間検査等において、変更指示が多々あり、自動車メーカーは

　これに対応せざるを得ない状況から、生産日数もかさむ実態にある。

（3）業務機器のモデル変更の増加、機種の多様化

　　業務機器の技術進歩により、多様な業務機器が導入されている。このような新た

　な業務機器を積載するためのぎ装においては、予めメーカーが機能・仕様・形状・

　寸法等を確認しておく必要があるが、業務機器メーカーが直接消防本部ヘアピール

　する場合が多いため、当該機器の確認が欠落したままの状態において積載の指示が

　なされることも多々あり、メーカーが対応に苦慮しているのが実態である。

（4）生産の下期集中

　　4．2．1のとおり、標準的なスケジュ・一一一・ルに沿った手順で調達を行うため、車両の

　製造は概して年度の中盤以降に偏ることとなり、年間を通じた平準的な生産活動が

　困難iな実情にある。

（5）高規格車の大きさ

　　高規格車内の限られたスペースには多様な業務機器が積載されており、極めて狭

　隆iな状態になっている。従って本来は大型車両が望ましいが、全国の道路事情を考

　えると狭隆道路が多く、また運行においては、傷病者の直近場所から病院の玄関先

　まで搬送する必要があり、狭路にも対応できる現行程度の中型車両が望ましく、大

　型車両は特注とせざるを得ない。

（6）調達頻度の格差

　　消防本部の組織規模によっては、高規格車の増強・更新が数年に一度のケースも
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多く、新車導入を機に、常に新しいぎ装手法や新しい業務機器を求める傾向にある。

また、ぎ装にも工夫を凝らしており、こうした実態も仕様が多様化する要因となっ

ている。

（7）感染症対策

　　感染症が多様化する昨今、救急隊員に限らず傷病者と共に付添い等で同乗する関

　係者においても感染する可能性があり、その対応策に十分配慮する必要がある。

（8）寒冷地対策

　　車両性能面から見た地域格差はほとんどなく、現有車両は全て寒冷地に対応した

　ものとなっている。一部の寒冷地においては凍結防止対策等を付加している実態が

　あり、この点は付加要素として考慮する必要がある。

5　課題解決のための検討

5．1　現状課題の解決策

　高規格車のコストを軽減するためには、次に掲げる事項が必要不可欠な要素となる。

　　・仕様書をある程度標準化させて、同一スタイルの車両を量産的に製造させること。

　　・ぎ装部分にあまり手をかけないこと。

　　・メーカーに、年間を通じて平準的に製造させること。

5．2　課題解決による効果

（1）消防本部側のメリット

　　　ア　白紙状態からの詳細なオリジナル車両の詳細仕様を検討する必要がなくな

　　　　るため、調達事務に要する作業量の軽減を図ることができる。

　　　イ　メーカーでの事前の生産計画及び部品の調達等が可能となり、従来よりも低

　　　　価格化が期待できる。

　　　イ　緊急消防援助隊等の応援活動、車両の配置転換及び隊員の乗換え、交代時等

　　　　の活動が円滑に行える。

（2）メーカーのメリット

①　オリジナル仕様の設計検討、部品試作、ぎ装現場検討等が不必要となり、コスト

　低減が可能となる。

②　仕様書の細部にわたる確認や、発注者との調整作業が大幅に軽減される。

③　年間を通して生産計画が立てやすくなり、年度の特定時期に偏った生産環境を是

　正できる。
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④標準的なものとすることで仕様の整理・統合が可能となり、余分な開発工数が削

　減され、工期の進捗管理が円滑となることにより、コスト増の抑制、削減及び品質

　の管理が容易となる。

　以上のことを踏まえ、救急業務に最低限必要となる、標準的な仕様の高規格車を

製造するための車両サイズ、機能、装備などの検討を行った。

6　「標準的な仕様のあり方」とその留意点

　　前述のように、今後の救急自動車の仕様のあり方は、救急自動車に必須の機能を再

検証し盛り込むこと、調達のコストを低減することを主眼として検討を行った。この

　ことにより「標準的な仕様」は次のような考え方によるものとした。

6．1　標準的な仕様のあり方の検討

　ここで検討する標準的な仕様のあり方は、高規格車のコスト軽減を目標として検討を

進めていることから、従来のような消防本部の独自性を重視したオリジナル性が高い機

動的な活動のできる標準的な設備・機器等のほか、次に掲げる事項を検討の要素とした。

（1）実施基準、交付要綱、道路運送車両法（昭和26年法律第185号。以下「道運

　　法」という。）に定める保安基準などを遵守し、高規格車の機能を確保できる状態

　　の規格であること。

（2）救急業務高度化の推進を阻害することなく、かつ、現状の高規格車の機能、車両

　の性能を損なうことなく、現状の価格を維持するために、過度な装備品などを取り

　払いシンプルなスタイルにするために、ぎ装品や特注品などの品目を少なく設定す

　るとともに安全基準を満たすこと。

（3）消防本部は、仕様書という書面上の記述でメーカーに発注を行っており、メーカ

　ーではどのような車両をイメージしているのか、経験値で設計図を作成している。

　このようなことに時間を要していたものを、消防本部側がイメージしている完成イ

　ラストを事前に提示できるレベルの仕様書になっていれば、双方のイメージ合せが

　容易となり、調整・作業時間の軽減を図ることができるため、仕様書の表現・文言

　の統一及び図を積極的に使用した消防本部共通の仕様書とすること。

　以上のことから、仕様の打合せや中間検査の進捗等を能率化、迅速化することが可

能となり、高規格車を製造するまでの作業工程をシンプルにすることにより、余分な

コストを削減する方法が考えられる。さらには、予め統一された規格であれば、メー

カーでは消防本部との確定仕様書の打合せ前に（場合により受注前に）計画生産がで
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きることに繋がる要素にもなり、コスト低減効果が現れるものと考えられる。

　これらの必要事項に基づく、高規格車の生産コストの軽減に向けた標準的な仕様の

検討については、後述で示すこととする。

6．2　効率的な調達方法の検討

　効率的な調達方法を妨げる要因は、4．3の現状における課題として挙げられている、

「変更指示」に起因しているものと考えられる。

　変更指示が発生する要因を精査すると、車両に積載する業務機器の仕様決定の遅れが

大きな割合を占めていることがわかる。この理由としては、車両調達の仕様の決定時に、

業務機器の積載位置又は種類が確定していないこと。また、車両に積載する業務機器が、

購入なのか、支給なのか又は業務機器を取付ける架台のみの設置なのか等の具体的な打

合せが、入札参加者（メーカー）と十分に調整できないことが挙げられる。

　変更指示が発生することを回避する方法としては、車両調達の時点（予算編成時の見

積書要請に係る仕様書作成時点）で車両メーカーが事前に確認し、当該機器の取り付け、

動作確認ができている業務機器を消防本部（調達側）が選定することが有効であると考

えられる。

　業務機器のうち、医療機器については薬事法令の規定により当該医療機器の安全、保

守等を的確に処理し得る資格を有する者が販売しなければならないことになっており、

別に有資格医療機器業者と契約し調達すべきである。また、流通量の多い業務機器にっ

いては、メーカーで調達を行った場合のほうが、調達コストを低減することができる場

合もあること、車両を製造する段階で必要な業務機器については、メーカーが当該業務

機器の性能保証及びアフターサービスの責任を負い、迅速かつ的確な対応を行うことを

条件として、車両と別の調達とはせず、車両本体の一部として調達することも考慮する

余地がある。

　以上のことを踏まえると、最適な調達の方法は、メーカーが事前に確認できている業

務機器を、消防本部が車両の調達前（予算編成時の見積依頼に係る仕様書作成時点）まで

に選定することが重要であると考えられる。

6．3　作業部会における検討状況

　作業部会において、標準的な高規格車とはどのような仕様の救急車であるべきか検討

を行った。

6．3．1車両本体に関すること

（1）駆動方式について

　　　現在、国内において販売されている高規格車の駆動方式には、二輪駆動方式（2WD）

　　と四輪駆動方式（4WD）が存在する。
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　近年になって、消防本部が発注している高規格車の駆動方式は、約8～9割が四

輪駆動方式（4WD）になっている。

　消防庁では広域応援体制の強化を図っているところであり、緊急消防援助隊車両

として位置づける際には四輪駆動方式（4WD）が必須条件である。また、今後にお

いても先に述べた傾向を踏まえると、引続きこの四輪駆動方式（4WD）の車両が増

強されていく傾向が伺える。

（2）トランスミッションについて

　　トランスミッションは、オートマチックトランスミッション（AT車）とマニュ

　アルトランスミッション（MT車）が存在する。なお、現在は全車両がオートマチ

　ックトランスミッション（AT車）で製造されている。

　　マニュアルトランスミッション（MT車）は消防本部側のニーズが少なく、また、

　シフトチェンジをする際に、機関員の視線が一時的にシフトレバーへ向く傾向も伺

　えるため、交通安全を確保する観点から今後もオV－一・一トマチックトランスミッション

　　（AT車）が主流になると考えられる。

（3）寒冷地仕様について

　　現在、メーカーは一律寒冷地仕様としているものと、納入する地域によって寒冷

　地仕様か否かを選定できるように設定しているものがある。

　　寒冷地仕様と一般車両の主な違いは、バッテリー容量や冷却水の濃度、スタータ

　ー容量などが挙げられる。このような仕様の車両が、南国地域で使用されたとして

　も、性能上支障なく走行することができる。ただし、タイヤ（チェーン含む。）や

　ワイパーブレード、潤滑油関係、ウォッシャー液などの消耗品は消防本部が使用状

　態に即して使い分ける必要がある。また、サイレンスピーカーに防雪カバーを設置

　することがあるが、これは、道運法に定める保安基準によるサイレン音圧を確保す

　ることを目的としているものであり、その設置の必要性については、メーカーが判

　断するものであると考える。

6．3．2運転室に関すること

（1）運転室に取付ける業務機器について

　　　運転室に取付ける業務機器は、主として次に掲げるものが考えられる。

サイレンアンプ 必須

消防救急無線機（アナログ） 必須

消防救急無線機（デジタル） 地域の実情による

AVM（車両動態管理装置） 地域の実情による
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　高規格車の運転室に取付けるべき業務機器は、サイレンアンプと消防救急無線機

は必須であり、他のものは地域の実情に応じて設定するものである。運転室の配置

レイアウトとしては、必須項目以外のものについて、後からでも取付けできる空間

を準備した極力簡潔なレイアウトにしておく必要がある。

（2）運転室の配置レイアウトについて

　　従来、消防本部が作成していた仕様書は、どのような場所に何を設置するのかと

　いう具体的に図示した書類はほとんどなく、消防本部が示した仕様書の記述事項に

　基づきメーカーでその都度車両の図面設計を行っている。この図面設計工程を軽減

　させることにより、コスト削減に努めることは可能であると考えられる。

　　サイレンアンプや消防救急無線機などを取付ける概ねの位置を、図を用いて決め

　ておくことで、図面設計工程を簡素化し価格を抑えることが可能であると考えられ

　る。

　　運転室の配置スタイルについては、様々な車両に対応するため、基本的なレイア

　ウトを設定するのではなく、次のような図を用いて事前にサイレンアンプや消防救

　急無線機などを設置する概ねの位置をメーカーと調整しておくことが望ましいと

　考える。また、図面設計工程を簡素化し低価格化を図ることとあわせ、消防本部側

　は、細かい取付け位置を指定するのは避け、図に示された概ねの位置から、メーカ

　ーが無理なく取付けられる場所を判断させて取付けることにより、さらに低価格化

　が図られると考えられる。
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運転室の配置を示す図面（例）

　　助手席者専用エリア　　共用エリア　　　　運転者専用エリア
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エリア 機器名 指定 商品名 型　　　式 購入 瑞
A－1 救急車専用スイッチ類

A－2
救急車専用スイッチ類

サイレンアンプ

A－3 救急車専用スイッチ類

B－1
消防救急無線機 O ●●●● ●●●● o
AVM

B－2
救急車専用スイッチ類

サイレンアンプ O O
B－3 救急車専用スイッチ類 O ●●●● ●●●● O

C－1
救急車専用スイッチ類

地図入れ

C－2
消防救急無線機

AVM O ●●●● ●●●● o

C－3
救急車専用スイッチ類

地図入れ O ●●●● ●●●● o
備考：1「指定」欄には、機器を設置する場合に○印を記入すること。

　　　2「購入」「支給」「架台のみ」の欄には、該当する欄に○印を記入すること。
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6．3．3　灯火に関すること

（1）赤色警光灯の目的について

　　　赤色警光灯は、緊急自動車に不可欠のものであり、車両に装備される位置は、緊

　　急自動車であることを、他の交通に示すために必要な位置に設定されている。

①主警光灯

　　　緊急用務として活動している事を知らしめると共に、道路交通法（昭和35年法

　　律第105号。以下「道交法」という。）上緊急走行する上で必須のものであり、

　　その要件が決められている。

②補助警光灯

　　　高規格車の場合、主警光灯がルーフに装備されている場合が多く、車両の性質上

　　その直前を走行中の一般車には視認し難い場合の警告手段として備えるものであ

　　る。また、この補助警光灯は、主警光灯と連動して作動しなければならないもので

　　ある。

（2）赤色警光灯の種類について

　　　従来は、回転する警光灯が主流であったが、昨今の技術で点滅する警光灯に変

　　わりつつある。また、光源としては白熱球からハロゲン球、キセノン球、LED

　　球と技術の進歩とともに改良がされている。

①　回転式

　　光源に白熱球やハロゲン球を用いて、反射鏡を回転させることによって全周囲に

　わたり少ない光源で照射することができる。価格は、安価であるが消費電流として

　は光源の他に回転モーターを用いるので省電力化には向かない。また、回転駆動部

　分の磨耗や電球の寿命も避けられない。

②　フラッシュ式

　　光源にキセノン球を用いて、カメラのストロボのように充電と放電を繰り返すも

　のである。また、強力な発光を可能にでき、視覚的効果は高い。その反面、高圧電

　流を用いるため、灯具とは別途電源装置が必要な場合があり、さらに高い消費電

　流・高圧電流からのノイズ・強力な発光からくる発熱と灯具の寿命や車両設置に際

　しての注意が必要である。

③　LED式
　　光源にLED球を用いたものであるが、省電力化・長寿命・多種類な発光パター

　ンを設定することができる。光の志向性が強いため、照射範囲を広げるには多数の

　LEDを効率的に配置する必要がある。価格的には、　LED球は元来赤色から開発

　されていることから、赤色は安価になってきている。
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（3）赤色警光灯の装備位置について

　　前述6．3．3の（1）の目的を達成するために、必要な部分に装備するものである。

①ルーフ（前部）

　　主警光灯として、道交法に定める要件に従い備えなければならないものである。

②ルーフ（後部）

　　補助警光灯として主に車両後方および側方を照射し、注意喚起を高めるものであ

　る。また、主警光灯と連動して作動する赤色灯火として、道交法により主警光灯と

　同様の要件として備えなければならないものである。

③前部バンパー付近

　　直前の乗用車など車高の低い車両では、乗車位置の関係から直後に迫る救急自動

　車の主警光灯は見えない場合が多く、補助警光灯を高規格車の前部バンパー付近の

　位置に設置することにより、注意喚起をすることができる。また、狭隆路からの交

　差点進入時には、補助警光灯を前部バンパー付近から突出した位置に設置すれば、

　左右からの車両に対して、出合い頭での注意喚起をすることができる。

④　車両後面

　　現場での救急活動中の注意喚起の意味から、補助警光灯を設置している。しかし

　ながら、後部の補助警光灯との目的重複や、走行時に追従する車両の運転手に対し

　て幻惑する危険があるため、設置には問題があるのも事実である。

（4）その他の照明

①　作業灯

　　夜間において屋外で救急活動を実施する場合に、用いられる灯火である。作業灯

　は夜間屋外で救急活動をする際の救急隊員の安全管理のために有効であり、車両に

　設置することよりも、フレキシブルに活用できるよう、業務機器として積載するこ

　とが望ましいと考えられる。

　　また、作業灯を車両外側に設置している車両も存在するものの、灯火した状態で

　緊急走行することは保安基準上不適であるため、作業灯を車両外側に設置する必要

　性はないものと考えられる。

②後方ドアの開閉ライト

　　夜間において、後方ドアを開閉する際のLEDランプなどを用いた開閉ライトは、

　救急隊員等への安全管理としては望ましいライトであると考えられる。
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6．3．4　傷病者室及び業務機器収納庫に関すること

（1）傷病者室内及び業務機器収納庫の配置レイアウトに関する検討

　　　傷病者を収容する部分に関する基準は、交付要綱及び実施基準第11条に規定さ

　　れている。この規定の範囲内で価格を低減させる方法としては、配置レイアウトを

　　統一することが考えられる。

（2）傷病者室及び業務機器収納庫に積載する業務機器の使用方法等からの検討

　　ここでは、現在高規格車に積載されている各種業務機器のうち、傷病者室及び業

　務機器収納庫の配置レイアウトに影響（形状・寸法・運用方法）のあるものについ

　て、その仕様及び設置方法について検討を行った。

主な業務機器の使用方法等及び設置場所
業務麟繍パ　　　　　　　§

，蹴硬用方鱗撰∴
：　改’設置場硫，1議㌻鍵：　　　　　　　　　　　　　　　’

メインストレッチャー ・ メインストレッチャーは、傷病者を救 ・ メインストレッチャーの規格等につい

急現場から救急自動車内へ、又は救急 ては、交付要綱及び実施基準により位

自動車から医療機関内に収容すると 置が示されており、これに準じたレイ

きに使用されている。 アウトにメインストレッチャー及び

・ 傷病者をメインストレッチャーに収容 メインストレッチャー積載架台を設

している時には最下段で、それ以外の 定する必要がある。

ときには必要に応じた高さで曳航し

ている。

サブストレッチャー ・ サブストレッチャーは、交付要綱の基 サブストレッチャーを設置するレイ

準により設置が必須となっているも アウトとしては、救急隊員が容易に救急

のである。 現場に持ち運びし易い位置に設定する

・サブストレッチャーは、屋内、階段、 必要がある。

狭隆な場所等でメインストレッチャ

一が物理的に使用できない場所から

の傷病者搬送に使用されている。

・ 交通事故の救出時に座位固定により救

出する際にも使用されている。

・ 救急現場や傷病者に応じて椅子型（座

位）にするなどストレッチャーの形を

変えて搬送している。

・ サブストレッチャーの使用の有無は、

消防本部の運用方法によって差異が

ある。
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スクープストレッチャー ・ 大きなエネルギーを受けて、脊椎（髄） 容易に救急車両から持ち出せる位置

損傷、骨盤・大腿骨骨折などの疑いが に設定することが必要である。

ある傷病者の固定又はその他の傷病

者をメインストレッチャー、バックボ

一 ドに収容する時などに使用されて

いる。

バッグボード ・ 使用方法は、スクープストレッチャー 設置場所としては、車両外部に持ち出

と同様である。 しやすい場所が望ましい。また、バック

・ このバッグボードは近年導入されだし ボード、スクープストレッチャーともに

た全身固定用資器材であり、バッグボ 搭載する消防本部があるが、機能的なレ

一 ドとスクープストレッチャーの使 イアウト及びスペース確保等を十分吟

い分けは各消防本部で様々である。 味し、搭載品目を吟味、精選すべきであ

・ 交付要綱では、「取付品及び附属品は る。

次に掲げるものとする。メインストレ

ッチャー1台、サブストレッチャー1

台（以下の品名省略）」と規定されて

おり、スクープストレッチャー及びバ

ッグボードについては必ず搭載する

資器材ではないため、どちらの資器材

を採用するかは、各消防本部の運用を

考慮して任意選定することが望まし

いと考える。

ターポリン担架 ・ 狭所で搬送距離の短い場所で使用され 布担架であるため収納方法は任意で

（布担架） ている。 ある。

・メインストレッチャーと併用してい

る。

・ 価格も安価である。

人工呼吸器 ・人工呼吸器は、主として、自動式人工 ・大半は車両内に固定された自動式人工

呼吸器、手動式人工呼吸器、携帯用人 呼吸器と、救急現場に持ち出して使用

工呼吸器に区分されている。 する携帯用人工呼吸器を使い分けて

・ 傷病者の呼吸管理として使用されてい 活動している。

る。 ・特に車両内に固定される人工呼吸器に

・ 自発呼吸が消失した傷病者に対して人 ついては、傷病者の頭部付近に取り付

工呼吸や自発呼吸の回復、改善に高濃 けておく必要がある。

度の酸素を供給した呼吸補助を行う ・ 携帯用人工呼吸器については、隊員が

ためのものである。 持ち出し易い場所に設置することが
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・ 車両内部に自動式人工呼吸器を取付 必要である。

け、また、救急現場へは携帯用人工呼

吸器若しくは手動式人工呼吸器を携

行して傷病者の状態に応じた呼吸管

理にも使用されている。

酸素吸入装置一式 救急現場から傷病者の症状に応じて 酸素ボンベのぞく止弁の開閉や酸素

酸素の供給を行い、救急自動車内におい 容器の交換ができるスペースに酸素ボ

ても継続して酸素の供給を行うための ンベを設置する必要がある。

ものである。

加湿流量計付 傷病者への酸素供給の供給量の管理、高 車内において傷病者の頭部横に設置

酸素吸入装置 濃度酸素での人工呼吸、補助呼吸を行う する必要があるが、酸素吸入用のチュー

ために使用されている。 ブが約210cmあるため、この範囲内に設

置しておくことが望ましい。

吸引器一式 ・ 傷病者の口腔、鼻腔内等、また気管内 ・ 傷病者の頭部脇かつ水周りの近くに設

挿管処置での嘔吐物や血液等を吸引 置することが望ましい。

することにより気道確保に使用され ・ 吸引器一式は車両内外で使用されてい

ている。 るため、持出しにも対応可能な状態に

・ 救急現場へ携行することにより、傷病 できるよう固定器具などを工夫して

者の症状や状態に応じて使用してい おく必要がある。

る。

・ 医療機関へ搬送中において突然の嘔吐

等に対して吸引器を使用できるよう

にしている。

除細動器 ・ 重症な不整脈（心室細動等）を呈する ・ 救急車内において傷病者の脇（体幹横）

傷病者に対して電気的に除細動を行 に設置し、観察をしている傾向にあ

い、傷病者の心電図波形をモニターし る。

て症状の把握等に使用されている。 ・ 除細動器は車両内外で使用されている

・ 救急現場に携行して傷病者の症状や状 ため、持出しにも対応可能な状態にで

態に応じてモニター等を行っている。 きるよう固定器具などを工夫してお

・ 救急車内において傷病者の脇（体幹横） く必要がある。

に設置し、搬送中においても継続的な

観察を行っている。

・ この除細動器は車両内外で使用するた

め、除細動器の固定ベルト等により確

実に固定できるよう工夫する必要が

ある。
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患者監視装置 ・ 車内に固定した状態で傷病者の心電

図、血圧、動脈血酸素飽和度等を測定

し、医療機関まで継続的に傷病者の状

態をモニターしている。

・ 観察モニター画面が、観察者に見やす

い位置に取付けられるよう、構造、取

付け方法等に配慮する必要がある。

血圧計（壁掛け式） ・ほとんどの救急事案において傷病者の

観察用として使用されている。

・ 傷病者の車内観察する隊員の位置は、

ほとんどの場合ベンチ型シートの位

置で行っている。しかしながら、傷病

者を座位にした場合は、血圧計が見え

　にくくなる傾向もある。

・ 持ち出しはしていない。

　傷病者の上肢脇に設置することが望

ましい。

輸液用資器材一式 ・ 心肺停止状態の傷病者に対して、静脈

路確保を実施した後に乳酸リンゲル

液を一定量で輸液するために使用さ

れている。

・ 医療機関からの転院搬送時に、医師の

指示下において定量輸液を行う際に

使用される。

・ 活用頻度は少ない傾向にある。

　静脈路確保できる位置に設置してお

く必要がある。

自動心臓マッサージ器 ・心肺停止状態の傷病者を医療機関に長

時間にわたって搬送する間に胸骨圧

迫マッサージを行うために使用され

　るものである。

・ 傷病者を車両内に収容した後に使用さ

れている。

・ 救急現場から医療機関までの距離が遠

い場合には有効であるが、使用頻度は

少ない傾向にある。

・ 実施基準別表第3の備考においても、

　「地域の実情に応じて備えるもの」と

規定されている資器材である。

　使用頻度が少ないことから、当該資器

材の設置場所は、救急業務に支障を与え

ない場所に取り付けておくことが望ま

しい。
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気道確保用資機材一式 ・救急現場には常に携行し使用されてい

　る。

・資機材は通常は収納バックにより収納

　されている。

・ 携帯用人工呼吸器（酸素投与）と併用

　し使用されることもある。

車両内外で使用されるため、隊員が容易

に持出せる場所に搭載、収納しておく必

要がある。

心電図伝送装置 ・車両内で傷病者をモニターした心電図

波形を医療機関に伝送するための装

置である。

・ この心電図伝送装置は、実施基準別表

第3の備考に示すとおり、消防本部の

地域の実情に応じて選択すべき資器

材であるため、状況に応じて当該装置

のスペースを予め確保しておく必要

　がある。

・ 患者監視装置の近隣に設置しておく必

　要がある。

・ 医療機関に受信装置が必要である。

自動車電話、ファクシミリ ・ 自動車電話やファクシミリは医療機関

等との連絡用として用いられている。

・自動車電話やファクシミリは、消防庁

交付要綱では任意に補助事業者が選

択できるよう示されているため、状況

に応じて当該資機材が設置できるス

ペース及び電源を確保しておく必要

　がある。

　隊員が医療機関等へ連絡がしやすい

場所に設置しておく必要がある。

幼児固定用器具 ・ 幼児の安全を確保するために、ハーネ

ス式、座席式等の固定器具を備える必

要がある。

　救急業務の支障とならない場所に積

載しておく必要がある。

実施基準に定められているものは、次のとおり。

【救急業務実施基準（抜粋）】

　　　（救急自動車に備える資器材）

　　第11条　救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

　　　　（1）応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの

　　　　（2）通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

　　2　消防長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、別表第3に掲げる

　　　資器材を備えるようつとめるものとする。
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別表第1
㌻ …

4、’　　、，　　．⇒ 言トシ｝燃、一・旨　　．’，fロ　ー⊇　　　、，　　　　　⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン

’

観察用資器材 体温計

検眼ライト

呼吸・循環管理用資器材 自動式人工呼吸器一式

手動式人工呼吸器一式

心肺そ生用背板

酸素吸入器一式

吸引器一式

創傷等保護用資器材 副子

三角巾

包帯

ガーゼ

ばんそうこう

止血帯

タオル

保温・搬送用資器材 担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

消毒用資器材 噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬

その他の資器材 氷のう・水枕

月齊帯クリップ

はさみ（一組）

ピンセット（一組）

手袋

マスク

膿盆

汚物入

手洗器

洗眼器

その他必要と認められる資器材

備考

　自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌紺子、舌圧子、エア

ー ウェイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むもの

とし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するもの

は共用できるものとする。
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別表第2

分類 品名

通信用資器材 無線装置

救出用資器材 救命浮輪

救命綱

万能斧

その他の資器材 保安帽

救急かばん

警笛

懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別紙第3
王　　　分類

一←

　　品名

観察用資器材 血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

心電計

呼吸・循環管理用資器材 経鼻エアーウェイ

喉頭鏡

マギール鉗子

ショックパンツ

自動式心マッサージ器

半自動式除細動器

輸液・薬剤セットー式

ラリンゲアルマスク・ツーウェイチューブ等

通信用資器材 心電図伝送装置

自動車電話

その他の資器材 在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

備考

　自動式心マッサージ器及び心電図伝送装置は、地域の実情に応じて備えるものと

する。

（3）傷病者室及び業務機器収納庫の配置レイアウトについて

　　前述の各種業務機器の使用方法等を踏まえ、標準的な傷病者室及び資機材収納庫

　の配置レイアウトについて検討を行った。

　　現状における傷病者室及び業務機器収納庫の配置レイアウトは、消防本部が各々

　の判断により、効率的な業務機器の使用方法を検討した上で決めていることもあり

　様々である。

　　　この配置レイアウトを統一することで内装パネルの共通化や部品点数の削減を

　図ることにより、コストを軽減することは可能であると考えられる。ここでは、消
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防本部の運用方法に係る考え方が様々であることを踏まえ、配置レイアウトは複数

の中から選択ができるように設定すべきであると考えられる。

①傷病者室の標準的な配置レイアウト（例）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
　　　　（Aタイプ）　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

①サブストレッチャー

②前向きシート

③収納ボックス

④ボンベ庫

⑤横向きシート（2人掛け）

⑥メディカルシート

⑦メインストレッチャー

⑧防振架台

⑨バックボード

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

（Bタイプ）

三／
　　　rr　5

③．

①サブストレッチャー

②前向きシー一一一ト

③ボンベ庫

④横向きシート（2人掛け）

國 ＿　　1s，．，tL　E．，．，E　，t．＝一　　　一

　／
！
／

⑤メディカルシート

⑥メインストレッチャー

⑦防振架台

⑧バックボード

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　● ●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

　　　　　　　　　　t／／／／、　　iJ　．．

　　　　　　　　※スクープストレッチャーの積載位置は固定

　　　　　　　　　　　　　　　　…

　　　横向きシートのタイプ（上記A・B両タイプに対応化）

（シート下収納タイプ）　　i　　（シ＿ト下収納なしタイプ）

　　　　　　　　　　　　　　　　：

卜’．「．

　　ここ主澗

．．■●・・．

●

●

●

■

●

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

嚥

”
…．．．．＿．
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②資機材収納庫内の標準的な配置レイアウト（例）

【Aタイプ】

①SWパネル
②加湿流量計
③手指消毒器
④電動吸引器
⑤手洗装置
⑥汚物入れ等

⑥

⑦患者監視装置（監視モニター）

⑧人工呼吸器
⑨除細動器
⑩輸液ポンプ
⑪輸液ビンフック

⑫収納ボックス
／

【Bタイプ】

口
⑥

　　雛一⑩i、

⑫　　　　　」’r

⑫

①SWパネル
②加湿流量計
③手指消毒器
④電動吸引器
⑤手洗装置
⑥汚物入れ等
⑦患者監視装置
（監視モニター）

⑧人工呼吸器
⑨除細動器
⑩輸液ポンプ
⑪輸液ビンフック

⑫収納ボックス

⑬酸素マスク棚 ／
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通

信

用
機
器

メインストレッチャー

サブストレッチャー

固定装置

サブストレソチャー

スクープストレッチャ

ー収納庫

幼児固定用器具

携帯無線機収納箱

救急系無線機関係

心電図伝送装置

・ 主要寸法は、全長：約2．Om、全幅：約0．6m、高さ：（最高）約0．9m

　（最低）約0．6m、質量：45kg以下、最大許容荷重：1，700N以上とす

　ること。

・ロールイン型（脚を折り畳みながら車内へ収容する構造）とすること。

・ベッド部の高さ調整は3段階以上とし、どの高さにおいてもキャスタ

ーの方向変換機能が有効に作動できること。

・ 頭部側メインフレームを可倒式とすること。

・バックレストは3段階以上の角度調節ができるものとし、最大角度は

70度以上とすること。

・ベッド部の両側には、可倒式のサイドアーム（落下防止用の棚）を設け

　ること。

・付属品として、マット1個、枕1個、身体固定ベルト2本、点滴スタ

ンド1本を積載しておくこと。

・ 収納、取出しが容易な位置に設置すること。

・サブストレッチャーを確実に固定できる構造にすること。

・ 主要寸法は、全長約1．9m、全幅約0．5m、高さ約0．15m、質量15kg以

下、最大許容荷重1，400N以上とすること。

・ 主要構造部は、アルミニウム合金製とすること。

・ 椅子型として使用できること。

・バックレストは背板付きとし、3段階以上の角度調節ができること。

・後部に2個キャスターを取り付けること。

・付属品として、足巻込防止ベルト1本、枕1個を積載しておくこと。

・分解することなく収納できること。

・収納、取出しが容易な位置に設置すること。

・ スクープストレッチャーを確実に固定できる構造にすること。

・ハーネス式、座席式等により、幼児の安全を確保できる性能等を有す

　ること。

・ 運転室付近に設置すること。

・ 増設ヒューズボックスから中継端子までの配線を敷設すること。

・ 無線機とアンテナ及びスピーカー間の配線を敷設すること。

・ 無線機の取付装置を設けること。

・心電図伝送装置を設置する際には、患者監視装置の周辺に取り付ける

　こと。
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（2）傷病者室内及び業務機器収納庫の業務機器の配置レイアウト

　　　傷病者室内及び業務機器収納庫の業務機器の配置レイアウトは、詳細仕様書の

　　とおりとする。

第3章　その他の事項

1　文字等の表示に関すること

（1）消防本部名

　　・文字入れの部分は、ボディー両側面及び後面とすること。

　　・表記名及び具体的な位置等は、詳細仕様書のとおりとすること。

（2）救急隊名称又は隊コード

　　・文字入れの部分は、ボディー両側面とすること。

　　・表記名及び具体的な位置等は、詳細仕様書のとおりとすること。

（3）対空表示

　　・文字入れの部分は、ボディー上部とすること。

　　・表記名及び具体的な位置等は、詳細仕様書のとおりとすること。

2　その他の表示等

　　・スイッチ類には名称及び「入・切」又は「ON・OFF」等の表示をすること。

　　・計器類には、名称を表示すること。

　　・燃料給油口又はその付近には、使用燃料の種類を表示すること。

3　納期等

（1）納期　　　平成●●年●●．月●●日

（2）納入場所　●●●消防●●（●●県●●市●●町●丁目●●番●●号）

（3）発注台数　●●台

4　疑義

　　仕様書の内容について疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ決定す

　るものとする。ただし、仕様書内容に変更を要する事項については、仕様書の内容

　変更手続きによるものとする。
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《詳細仕様書》
運転室の配置レイアウト

窓
上
エ
リ
ア

イ
ン
パ
ネ
エ
リ
ア

座

席
エ
リ
ア

　　　助手席者専用エリア　　共用エリア　　　運転者専用エリア

：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：鱈鱈罵聯廟廓陰　：

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　詩襟、　競詩　　挙燕勤　　　聴　　　≒
F■　■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　蕊覇裳戦　　　　　　t’s　　　　　　　　・

i　　B－1　　　B－2　　　B－3

L＿

C－3

エリア 機器名 指定 商品名 型　　式 購入 瑞
A－1 救急車専用スイッチ類

A－2
救急車専用スイッチ類

サイレンアンプ

A－3 救急車専用スイッチ類

B－1
消防救急無線機

AVM

B－2
救急車専用スイッチ類

サイレンアンプ

B－3 救急車専用スイッチ類

C－1
救急車専用スイッチ類

地図入れ

C－2
消防救急無線機

AVM

C－3
救急車専用スイッチ類

地図入れ

備考：1「指定」欄には、機器を設置する場合に○印を記入すること。

　　　2「購入」「支給」「架台のみ」の欄には、該当する欄に○印を記入すること。
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傷病者室内のレイアウト

口
【Aタイプ】

業務機器収納庫

①サブストレッチャー

②前向きシート

③ボンベ庫

④横向きシート（2人掛け）

口

⑤メディカルシート

⑥メインストレッチャー

⑦防振架台

⑧バックボード

①サブストレッチャー

②収納ボックス

・

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
，
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

チェック欄 【Bタイプ】

睡麺3

ピ型「 ①サブストレッチャー

②前向きシート

③ボンベ庫

④横向きシート（2人掛け）

⑤メディカルシート

⑥メインストレッチャー

⑦防振架台

⑧バックボード

⑨スクープストレッチャー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●・●●●●●●●●●●●．

　　　チェック欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チェック欄

口　横向きシート㌘慧嵩器対応化）□

　　　　　　　　（シート下収納タイプ）　　　　　　　　　（シート下収納なしタイプ）

◎白●●・．

　　　・●●口…
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業務機器収納庫内の配置レイアウト

【Aタイプ】

〔〔〕

口
Aタイプ又はBタイプから選択し
「レ」を記入

　　＜十r
直＠④

瞬，⑥

　　難
⑦。蝋

藷臆
ト’一，

⑫

懸

㊨

⑫

①SWパネル
②加湿流量計
③手指消毒器
④電動吸引器
⑤手洗装置
⑥汚物入れ等
⑦患者監視装置
　（監視モニター）

⑧人工呼吸器
⑨除細動器
⑩輸液ポンプ
⑪輸液ビンフック

⑫収納ボックス

⑬酸素マスク棚 ／

【Bタイプ】

声ジ
＿①

1⑪

　　　　チエック欄

　　　　口

　　　一噸三謙ここば
1奪警『二∴　一｝‥＝一一

　　　1⑲LごI
l

①SWパネル
②加湿流量計
③電動吸引器
④手洗装置
⑤汚物入れ等
⑥患者監視装置
　（監視モニター）

雇．’

⑦人工呼吸器
⑧除細動器
⑨輸液ポンプ
⑩輸液ビンフック

⑪収納ボックス

⑫酸素マスク棚

⑬アナログ時計

⑭温湿度計
⑮血圧計

運
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傷病室内・業務機器収納庫に設置又は積載する業務機器

記入上の注意事項

・「設置」「積載」の欄には、業務機器を設置又は積載するのかの別に「○」を記入

・「個数」の欄には、必要数を記入

・「購入」「支給」「架台のみ」の欄には、該当する欄に「○」を記入

（実施基準別表第1関係）

観察資機材 体温計

検眼ライト

自動式人工呼吸器一式呼吸・循環管理用

資器材

手動式人工呼吸器一式

心肺そ生用背板

酸素吸入器一式

吸引器一式

副子創傷等保護用

資器材

三角巾
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包帯

ガーゼ

絆創膏

止血帯

タオル

保温・搬送用

資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

消毒用資器材 噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬
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氷のう・氷枕その他の資器材

　　　　’

脾帯クリップ

はさみ（一組）

ピンセット（一組）

手袋

マスク

膿盆

汚物入

手洗器

洗眼器

その他
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（実施基準別表第2関係）

救出用資器材 救命浮輪

救命網

万能斧

その他の資器材 保安帽

救急鞄

警笛

懐中電灯

その他
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（実施基準別表第3関係）

観察用資器材 血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

心電計

呼吸・循環管理用

資器材

経鼻エアーウェイ

喉頭鏡

マギール鉗子

ショックパンツ

自動式心マッサージ器

除細動器

輸液・薬剤セット（一式）

気道確保用器具

通信用資器材 心電図伝送装置

携帯電話
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その他の資器材 在宅療法継続用資器材

その他

車両本体周辺への付属品
　　　　　歌辱　　ぴ

。漣縫繍資機材簸．纏錘 撫一鑑麟轟藷＿譲・翻雌灘韓一麟…＿蕪藷譲義

フロアマットカバー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷ
・運転室用（運転席用・助手席用）として、フロアマットカバーを用意

すること。

予備的な付属品鱗
響
繋
欝
資
麟
繋
難
騨
難
響
　
　
　
　
w
甲 響擁i鱗難灘灘，＿欝裾該灘騨聾難，響灘響灘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご

バッテリー充電設備 ・ 充電器本体は車内に取り付けること。

・ 充電中にバッテリーキャップを外す必要のないようにすること。

・ 充電器は過充電及び過放電防止機能付きとすること。

・ 充電器への入力は、交流100Vとすること。

外部入力コンセント ・ 車体外側面に交流100V用コンセントを設け、蓋付とすること。

・接続コードの長さは5m以上とすること。

予備キー及びリモコンキー ・メーカー標準のものを、予備として各々3個用意すること。

予備タイヤ ・ 取り付けタイヤ（ホイール含む）と同一品とする。ただし、前後輪のサ

イズが異なる場合には、各1個を予備タイヤとする。

タイヤチェーン ・ タイヤチェーンを用意しておくこと。

塗料 ・ 補修用塗料として、白色塗料を付属すること。

燃料 ・納入に必要な量を給油しておくこと。

附属工具 ・メーカー標準のものを用意すること。
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灯火類のレイアウト

主警光灯（車両前端付近）

　・遠方からでも視認できる位置

　・前方及び側方から視認できる位置

・．…　■・・．・■・・．■・・．・…　’

補助警光灯（車両後端付近）

　・遠方からでも視認できる位置

　・後方及び側方から視認できる位置

一一一一
（上部）

　車両後面

補助警光灯（車両前端）

　・至近距離から視認できる位置

　・前方及び側方から視認できる位置

　（1灯又は2灯どちらでも可）

（上部）

エリア メーカー確認品名 形 式 購入 支給

主警光灯 ①

補助警光灯 ②

補助警光灯 ③

灯火類を追加する場合のレイアウト（Bタイプは追加不可）

（上部）一一一

車両前面
（下部）一一一

車両後面
■．■．．．．・■・■・・・…　　■■・．■㌔

ξ
◆
・

一
“

㌔

一

　

？
◆

一

e
◆

　
　
　
　
　
一

①

②

，・・■・■・．・・■・■■■■●■■●●■■・

エリア メーカー確認品名 形 式 購入 支給

補助警光灯 ①

補助警光灯 ②

※①又は②らか一つ選択（①、②の併設不可）
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消防本部名称等の表示

（側面）

対空表示

車

両

上

面

消防本部名

救急隊名又は救急隊コード

文字色 字体

ii己≡蓮’”

i・消防本部名を表示する範囲を示す

i「㌫称又は隊コードを表示する範

i．亘亘こピ…．＿＿

　　　（後面）

………‥…
領
…

要
…
入
…
記

（
…

氣
…
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10標準車を普及させるための方策

　高規格車の価格を低減するための方策として、標準的な仕様書による標準的な高規格

車にっいて検討を行ってきたところであるが、価格の低減のためには、メーカーにおい

て年間を通じた高規格車の平準的な生産が可能か否かが重要な要素となっている。この

ことから、標準的な高規格車の提言を行ったとしても、各消防本部において画一的な標

準車の調達が行われなければ、結果として価格の低減は図られないことが考えられるた

め、標準車を普及させ価格の低減を図るための方策について提言する。

10．　1　ベースモデルとしての標準車

　標準車を普及させる方策の一つとして、この標準車を高規格車のべ一スモデルとし、

調達を行う消防本部については、べ一スの型を崩すことなく独自の仕様の部分について

は、オプションとしてベースに付加をしていく仕様書を作成する。

10．2　べ一スモデルとすることの効果

　標準車をべ一スモデルとすることの効果については、メーカーが受注台数を見込める

ことにより、年間を通じた平準的な生産が可能となることによる製造コストの低減であ

り、このことから、べ一スモデルを購入する消防本部については、低価格で高規格車を

調達できることが可能であると考えられる。また、各消防本部の地域特性に応じた装備

等の付加を行う場合や、業務機器等の積載場所等の変更を行う場合については、従来の

ような内装を一から作り直す方法ではなく、メーカーでオプションとして準備している

物をべ一スの形に付け加えていくという方法を用いることが重要な要素となり、独自の

仕様をオプションとして付加し調達する消防本部についても、べ一スモデルの価格が低

減する分、全体的な価格を抑えることができると考えられる。

●●■●●●●●●●●■●●●●●●●●○●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●■
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

●

●

■
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
■
●
●
●

標　準

仕様書

・ベースモデルとする。

・べ一スモデルの価格の設定

消防本部において装備等を付加する場合

　　　　　　　　一軽㌫

従来の大改造を要する付加

独自に付加する装備はメーカー
等がオプション装備等として準

備している範囲内に限る。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

●

●

●

●

●

●

●

●

■

●

●

■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●○●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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10．3　ベースモデルを普及させるための方策

　べ一スモデルとすることの効果については前述のとおりであるが、べ一スモデルが普

及しなければ調達価格の低減を図ることは困難である。

　べ一スモデルを普及させるためには、メーカーが各消防本部からの要求に対応すべく、

べ一スモデルを十分に活用するためのオプションの充実や消防本部のニーズにあった

ベースモデルの開発が必要であると考えられる。また、上記のオプションの充実やニー

ズにあったべ一スモデルの開発には、各消防本部からのニーズを集約しメーカー等に情

報提供を行う機関が必要であると考える。この機関については、ただ単に情報の集約・

提供を行うだけではなく、メーカー等にオプションとして開発させる必要の有無につい

ても精査し、必要なものだけをメーカー等に対して開発依頼する機能を併せ持っことに

より、効率的な開発等が進むものと思われる。

10．3．1　べ一スモデルの活用と情報集約等の機関の位置付け

　情報集約等の機関（仮称「標準化センター」）の位置付けと、標準化センターを中心

としたべ一スモデルに対するオプション装備等の充実を図るための方法、消防本部のニ

ーズにあったべ一スモデルの開発方法等のイメージは、次のとおりである。

※べ一スモデル作成後の流れ

①

②

③

④

撫蛾縫

消防機関
ベースモデルのレイアウ

トに独自の仕様変更を必
要とする部分の情報提供

オプション装備等として
開発する必要性の判断

オプション装備等として

開発する必要性の有無に
ついて報告

高規格車を調達する場合
は、べ一スモデル又はメー

カー等が準備しているオ
プションの範囲内での独
自の仕様とする。

【情
報
提
供
】
…
【
ニ
ー
ズ
の
調
査
】
…
【
結
果
の
報
告
】

麗
■
…
4
…
　
■
一

【情
報
提
供
】

標準化センター

・ 情報の収集
・ 意見の集約、取りまとめ

●■　●　●　■　■ ■．■．．．．．■■■■■●●●●●●■●■■■■■●●●■●田●●●●●■ ●　●　■　■　■　●　●　●

①の結果について、各消防

■ 本部に対して、オプション
装備等として開発する必
要性の有無の調査

■　■　■　●　■　■ ■■■■■■■■■■■ロ■●●●●●●●●■■■●■■目口●●●■■■■■● ■●●●●●肩冑

調査結果を集約し、過半数

以上のニーズが、 三
「一一一一一一一一 「1無しの場合　　　　　Il＿＿＿一＿＿＿＿＿＿

　
1
・
ズ
の

情

有りの場合 報
提
供
一●●　●　●　■　● ．・■・■．・・■．・．・●●●田■■口■●●■■■●●●●■■■●口●■■ ●■■■●■■●

オプションとして開発さ
一

■
れた装備等の情報と併せ、

製造されている高規格救

情
報
提

急自動車の仕様書の情報 供
提供 一

・ズ→レ

報■〉

次世代標準車開発時の参
考資料とする。

オプション装備等として

開発・準備

■ニーズに応じる準備がで

オプション装備等として
開発が完了し、消防機関の

きているものの情報提供
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　将来的には、消防機関、標準化センター、メーカー等が常時情報交換を行うことによ

り、現状のメーカー等ごとに若干の差異のあるベースモデルではなく、統一したスタイ

ルのべ一スモデルを開発していくことが必要であると思れる。そして、このベースモデ

ルの進歩や価格の低減を実現させるためには、消防機関とメーカー等がより良いものを、

極力負担を掛けずに製作しようとする共通のベクトルを作ることが必要であると考え

る。
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まとめ

　救急需要の年々増大に伴い、救急業務の高度化推進に期待する社会的ニーズは更に高

まるものと考えられるが、高規格車の整備率の現状は救急車両全体の6割程度であり、

今後とも救急隊の増強整備や車両の更新を機に、高規格車の発注・生産台数は一定の伸

びを示すものと予測されている。

　一方、地方財政は依然として厳しい実情にあり、国の補助事業も同様の状況にあるこ

とから、救急体制の整備促進を求められる各消防本部においては、特に車両導入コスト

の低減化による「整備し易い環境づくり」が課題となっている。

　当委員会では、各消防本部が独自に作成している製作仕様書の統一化を目指し、高規

格車の整備コストに直接の影響を及ぼす仕様の標準化について検討を行った。

　「標準的な仕様」の具現化は、整備コストの低減化に最も効果的と考えられ、その検

討にあたっては、全国に共通する仕様のあり方に関して、発注者側・受注者側それぞれ

の実益を重視することはもとより、傷病者への迅速・適切な対応や救急業務全般の安全

性にも十分な配慮をした。

　救急業務自体は、総じて国の方針や全国消防長会との連携下で全国的にほぼ同様の活

動実態にある。また、高規格車の大半は救急業務実施基準や消防防災設備整備費補助金

交付要綱で定める規格に適合したものであることから、高規格車の主要構成部も全国的

にほぼ同様の形態となっている。

　さらに、地域差や都市形態による比較では、各消防本部の考え方や管轄区域の実情に

応じて、業務遂行上の差異や機器類の取付け、積載場所に若干の違いはあるものの、活

動パターン自体は全国的に顕著な違いは無いことが判明した。従って、「標準的な仕様」

の検討に際して都市形態や地域特性の違いを反映する必要性は極めて少ないものと判

断した。

　発注者側である各消防本部の実態調査結果では、個別に作成している発注仕様書の様

式や記載要領等の作成手法が千差万別の実状にあり、特にぎ装の細部にっいては、消防

本部それぞれの独自性から、微妙な違いがあることが明らかになった。この要因には、

各消防本部が積年の経験から、救急活動特有の迅速性・効率性・利便性等を考慮したさ

まざまな独自の工夫と改善を行ってきた経緯があり、これらの創意とともに、新しく発

売された業務機器が新たな高規格車の導入を機に、その都度仕様書に反映され、結果的

に仕様の多種・多様化傾向に拍車をかけることとなっている。

　他方、車両メーカーが指摘する製造コスト低減化の阻害要因としては、概ね次の点が

挙げられる。
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①　ぎ装に係る仕様の多種・多様化に伴い、仕様の内容精査や確認に日時を要し、ま

　た、手作り製造部品も多く、個別のオリジナルな仕様に対する開発工程の増大など、

　製造に係る作業全般の非効率を生じている。

②　契約後における仕様の変更や追加作業など、予測できない新たな付帯業務が発生

　するケースが多い。

③　仕様が多種・多様にわたるため、ぎ装部品の準備など生産を前もって計画的に進

　めることが困難な実情にあり、かつ、受注時期が年度の中期から後期に集中してい

　るため、年間を通した作業の繁閑差が極端に大きく、この点が製造コスト（人件費）

　に影響している。

　検討作業では、前述のとおり発注者側・受注者側双方の実情と問題点を整理し、また

検討目的に沿った製造メーカー間の整合を図り、全国的に採用頻度の高い仕様をべ一ス

として、仕様の細部に微妙な違いのある個別部位を抽出した。

　検討の結果、標準化が必要とされる車両の部位は、①灯火類、②運転室、③傷病者室、

④機器類収納部に大別し、更に各部位ごとに複数のレイアウト仕様を検討して例示する

こととした。

　この手法により、各消防本部は各部位ごとの個別仕様の中からそれぞれのレイアウト

を柔軟に選択できる利点があり、全国の各消防本部が共通的に採用可能な「標準的仕様

書」の早期活用を図る観点から、本報告書において仕様の具体例を示したものである。

　前述の部分的なレイアウトの組合せによる手法を標準仕様とし、将来的に定着させて

行くことが望ましい。その環境を整える上での課題としては、概ね次の点に留意する必

要がある。

①　標準仕様の普及方策

　　今般策定した高規格の救急自動車の調達仕様書（案）は、今後、各消防本部にお

　いて共通の認識の下で高規格車の発注業務に活かされることが必要である。

　　そのためにも当該仕様書について、消防庁、全国消防長会などの機関において全

　国的に周知され、理解を得て頂くことが求められる。

　　例えば説明会を開催し、その中で単に仕様書の説明にとどまらず、委員会での検

　討状況を説明するなどして、各消防機関の協力がひいては自分たちの財政的なメリ

　ットにつながることを理解してもらうことが重要である。

②業務機器に関する情報の共有化

　　新たな機器類を装備する際は、ぎ装作業に影響する場合があるのでメーカー側は

　予め機器の形状・寸法等を把握して最適の積載場所や取り付けの有無等を判断し、

　ぎ装作業の効率化を図る必要がある。このため、機器類の開発・販売メーカーは消
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　防本部へのセY－一・Lルスに止まらず、ぎ装メーカーも含めた新製品に関する情報の共有

　化を図るための対応策が必要と考えられる。

③　標準仕様書改訂

　　今般、検討の対象としたのは、日本おいて高規格車を生産しているメーカーの車

　両をモデルとして標準化を図った。

　　今後、国内外の企業からの新たな参入や救急業務の高度化、新技術の導入などが

　考えられる。その際、当委員会において策定した仕様が、必ずしもそのまま準用で

　きない場合も想定される。また、策定した仕様書は絶対無二のものではなく、今後

　も、新たな企業の新規参入や技術の導入に当たって真摯に適宜見直しを行っていく

　必要がある。また、標準仕様が変更された場合には、各消防本部が翌年度発注の仕

　様を検討又は決定する以前に全国の消防本部に周知する必要がある。

④協議機関の設置

　　標準仕様の定常的な見直し、新たな技術導入と新機種の活用、薬剤投与の問題や

　感染症対策など、救急業務に関する画一的な対応策を検討するための協議機関の設

　置が必要と考えられる。

　以上の検討経緯により、標準仕様の取りまとめ作業を完了したものであるが、この仕

様モデルは固定的なものではなく、必要に応じた適宜見直しの過程でその時代に即した

内容の精度を高めつつ、発注者側・受注者側双方の実益に即した標準的な仕様スタイル

として早期に定着し、救急車両の整備コスト低減化に資することに期待するものである。

そして、この検討報告書が現下の行政コスト削減化時代に適応した消防・救急活動体制

の着実な進展と一層の充実強化に寄与することを切に願うものである。
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高規格救急自動車は、平成３年の救急救命士法（平成３年法律第 36 号）の施

行と、平成４年の救急救命士の資格を有する救急隊員による救急業務の開始に伴

って整理された「高度な応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急

自動車」である。 

その仕様については、救急業務実施基準（昭和 39 年３月３日自消甲教発第６

号）に定める基本構造のほかに、平成３年に、財団法人消防科学総合センターが

設置した「救急自動車及び救急資器材の構造改善等検討委員会」による「救急自

動車及び救急資器材の構造改善等検討委員会報告書」（以下「平成３年報告書」

という。）が、平成 18年には、財団法人日本消防設備安全センターが設置した「高

規格救急自動車標準仕様検討委員会」による「高規格の救急自動車標準仕様検討

報告書」において標準的な仕様（以下「標準的な仕様等」という。）が示され、こ

れらについて消防庁から周知が図られ、各消防本部における導入が進められてき

た。 

また、標準的な仕様等に示される機能を踏まえ、「緊急消防援助隊設備整備費

補助金交付要綱」（平成 18年４月１日消防消第 49号。最終改正令和４年５月 12

日。以下「補助金要綱」という。）における災害対応特殊救急自動車の要件とし

ても示されている。 

高規格救急自動車に積載される「メインストレッチャー」は、当該標準的な仕

様等に要件が示される救急資器材の一つであるが、近年では、ストレッチャーの

昇降や車内収容等の動作を自動で行うことができる「電動ストレッチャー」が開

発・販売されており、救急隊員の身体的負担軽減、女性隊員の活躍推進、安全性

向上等の面から救急関係者による関心が高まっている。そして、既に導入してい

る消防本部も存在する。 

なお、標準的な仕様等は、電動ストレッチャーの用いられていない時代の検討

に基づくものであり、ストレッチャーや架台に求める要件に関して、以後に開発

された電動ストレッチャーの観点は含まれていない。 

また、標準的な仕様等においては、あくまで、検討当時の既存のストレッチャ

ー（以下「現行ストレッチャー」という。）を積載することに焦点を当て、スト

レッチャーの架台に対して、「①左右方向の移動が可能な構造」を救急車内の限

られたスペースを活用して適切な応急処置等を実施する観点から、「②振動及び

水平方向の加速度を減衰させる構造」を搬送中の振動等による傷病者への負担を

軽減する観点から求めている。このことから、現在は、用手によって左右移動が

可能な機能と、空気バネ式やスイング式による防振機能を備えた架台が一般的な

ものとして広く普及しているが、電動ストレッチャーについては、標準的な仕様

等とは異なる専用の架台が用いられることが多い（図表２－20、２－21）。 
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これらを踏まえ、高規格救急自動車への電動ストレッチャーの導入のあり方に

ついて、こうした現行ストレッチャーに求めてきた機能を前提として、検討を行

うこととした。 

 

図表２－20 現行ストレッチャーと電動ストレッチャー 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はストライカー社製 

 

図表２－21 標準的な仕様等における表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度は消防本部における電動ストレッチャーの導入状況や需要等の調

査を行うとともに、救急隊員等の行う観察・処置等に係る検討ワーキンググルー

プにおいて、救急隊員等における処置に係る機能の観点から、主に「①左右方向

の移動が可能な構造」を中心として必要性について検討を行った。 

また、「②振動及び水平方向の加速度を減衰させる構造」については、次年度

の消防庁における検証に向けて、検討会としての考え方をとりまとめた。 

 

高規格救急自動車への電動ストレッチャーの導入に係る検討に当たって、各消

防本部における電動ストレッチャーの導入状況、必要性等に係る意見等を把握す

るため、アンケート調査を実施し、その調査概要は次のとおりである。  

 

 

 

車内収容時は「防振架台」上へ 

電動で昇降 

車内収容時は専用固定装置上へ 

【現行の一般的なストレッチャー及び防振架台（例）】 【電動ストレッチャー及び専用固定装置（例）】 

標準的な仕様※上のストレッチャー架台の表記
ⅰ）振動及び水平方向の加速度を減衰させる構造を有すること

900Nまでは正常に防振機能が作動できること
ⅱ）水平左右方向の移動が可能な構造であること

※ 「高規格の救急自動車標準仕様検討報告書について」 

（平成 18 年９月８日付け消防救第 124 号消防庁救急企画室長通知）より抜粋 

補助金要綱※上のストレッチャー架台の表記
ⅰ）加速度等により生ずる揺れを十分に吸収できるもの

であること
ⅱ）左右にスライドできるものであること

※ 「緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱」 
   （平成 18 年４月１日付け消防消第 49 号）別表より抜粋 
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① 電動ストレッチャーの導入状況 
電動ストレッチャーについては、「導入している」と回答した消防本部が

0.8％（６本部）、「導入を予定している」と回答した消防本部が 4.0％（29 本

部）に留まったものの、「導入予定はないが、必要性はある」と回答した消防本

部が 56.3％（407本部）と、半数以上の消防本部から、必要性があるとの回答

が得られた。 

他方、「導入予定はなく必要性を感じていない」についても、37.1％（268本

部）の消防本部から回答があった（図表２－22）。 

 

図表２－22 電動ストレッチャーの導入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 電動ストレッチャー導入の必要性や課題に関する意見 
電動ストレッチャーを「導入している」、「導入を予定している」、「導入予定

はないが、必要性はある」と回答した消防本部に対し、導入理由や必要と考え

る理由を調査したところ、「救急隊員の負担軽減」が 97.5％（431本部）、「女性

救急隊員の活躍促進」が 81.9％（362本部）と高い割合と占めており、次いで、

「救急活動上の安全対策の向上」が 54.8％（242本部）と半数以上を占めた（図

表２－23）。 

また、同消防本部に対して、導入に際して課題と考えられる点（自由意見）

を調査したところ、自由意見全体の中で、「費用に関する課題」が 83.3％を占

めた（図表２－24－(１)）。 

同様に、電動ストレッチャーの「導入予定はなく必要性を感じていない」消

防本部に対して、導入に際して課題と考えられる点（自由意見）を調査したと

＜調査概要＞ 

・調 査 名：「救急救命体制の整備・充実に関する調査」 

・調査対象：723消防本部 

・調査方法：電子ファイル送付によるアンケート 

・調査期間：令和４年９月５日～９月 30日（基準日：令和４年８月１日） 

・回 収 率：100％ 

導入している

0.8％(6本部)
導入を予定している

4.0％(29本部)

導入予定はないが、必要性はある

56.3％(407本部)導入予定はなく、

現状では必要性を感じていない

37.1％(268本部)

その他

1.8％(13本部)

N=723
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ころ、自由意見全体の中で、「必要性やメリットを感じていない」が 38.4％、

次いで「費用に関する課題」が 33.3％を占めた（図表２－24－(２)）。 

電動ストレッチャーについては、消防本部ごとに考え方は異なるものの、半

数以上の消防本部においては、救急隊員の負担軽減等の面から必要性を感じて

いることや、他方で、導入に際しては電動ストレッチャーの費用面を課題の一

つと捉えている消防本部が多いことがわかった。 

 

図表 2－23 電動ストレッチャーを必要とする理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２－24 電動ストレッチャー導入に際して課題と考えられる点（自由意見） 

 

(1)「導入している」、「導入を予定している」、「導入予定はないが、必要性はある」消防本部 

（自由意見 N=436） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)「導入予定はなく必要性を感じていない」消防本部 

（自由意見 N=276） 
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平成３年報告書においては、ストレッチャー架台の左右移動機能により「ベッ

ド右側に 300mm程度以上の空間が確保できること」及び「ベッド左側に 350mm程

度以上の空間が確保できること」を求めている。これは、救急自動車内の限られ

たスペースを活用して、適切な応急処置等が支障なく実施できることを目的とし

たものである。また、以後に示された標準的な仕様等や補助金要綱に数値の明示

はないものの、左右移動機能が継続して求められている目的は、平成３年報告書

と同様と考えられる。 

このことから、ストレッチャー架台の左右移動機能については、現行ストレッ

チャー架台の可動域や、救急活動における実際の活用場面、左右移動機能がなか

った場合の対応可否等を整理することにより検討を行うこととした。 

具体的には、救急活動を「主に処置の実施に係るもの」、「主に傷病者の収容に

係るもの」、「主に車両や資器材の活用・管理に係るもの」に区分し、それぞれ現

行ストレッチャー架台の左右移動機能の活用場面について、協力消防本部への聞

き取りにより整理した。 

また、同様の場面において左右移動機能がない救急自動車で実施する場合の対

応可否や代替え案等を同消防本部から聞き取り、「（A）架台を設置する位置の仕

様次第で、十分に対応可能」、「（B）利便性は劣るが、片側からの実施や、代替え

策の工夫で一定の対応が可能」、あるいは「（C）左右移動可能な架台がある救急

車の出動まで考慮する」に分類し、それぞれの活用場面について対応可否を評価

したうえで、ワーキンググループにおいて検討を行った。 

 

① 現状の可動域の比較等 
現行ストレッチャー架台は、標準的な仕様等に準じて、通常、車両右側に寄

せて設置され、救急活動中に必要に応じて車両左側方向へ移動させ、車内のス

ペースを柔軟に変更できるのが一般的である。 

協力消防本部における、現行ストレッチャー架台の設置例を参考として、架

台を車両右側に最も寄せた状態と車両左側に最も寄せた状態を比較したとこ

ろ、車両右側のスペースはおよそ０から 300mm前後程度まで可動し、無段階で

調整が可能である。 

また、電動ストレッチャーのうち、架台を固定する機種を積載している救急

自動車の設置例を参考として、車両右側のスペースを確認したところ、およそ

100mm程度のスペースが有しているものがあった（図表２－25）。 
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図表２－25 現行ストレッチャー・架台の設置例及び 

電動ストレッチャー・架台設置例との可動域比較表 
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② 主に処置の実施に係る左右移動機能の活用場面（図表２－26） 
ア 救急隊における活用場面 

処置の実施時における、現行ストレッチャー架台の左右移動機能の活用場

面としては、以下のように、傷病者の状態に応じて必要な観察・処置の組合

せ等を考慮し、救急隊員が最も効果的に活動するために必要なスペースを確

保するほか、救急自動車に同乗した医師の処置に必要なスペースを確保する

といった意見もあった。 

 

・ 傷病者の左上肢で静脈路確保を実施する場合に移動させ、傷病者左側に

隊員が入るスペースを確保して処置を行う。 

・ 傷病者の右上肢で静脈路確保を実施する場合に移動させ、傷病者左右側

に隊員が入るスペースを確保し、反対側から胸骨圧迫を行う。 

・ 傷病者の負担軽減等のため左側臥位にする場合に移動させ、傷病者左側

に隊員が入るスペースを確保し、傷病者の観察・処置・介助等を行う。           

区区分分 左左右右移移動動
車車両両右右側側（（傷傷病病者者左左側側））ののススペペーースス （（例例））

最最少少 最最大大 可可動動域域

現現行行スストトレレッッチチャャーー架架台台（（設設置置例例）） ○○ ほほぼぼななしし ２２８８００～～３３５５００mmmm程程度度 ２２８８００～～３３５５００mmmm程程度度

AA社社電電動動スストトレレッッチチャャーー架架台台 （（設設置置例例）） ○○ ほほぼぼななしし ２２５５００mmmm程程度度 ２２５５００mmmm程程度度

BB社社電電動動スストトレレッッチチャャーー架架台台 （（設設置置例例）） ×× １１００００mmmm程程度度 －－

②②  

 

③③  ①①  

 

※この違いに 

焦点を当てて 

検討 
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・ 医師同乗等により、救急車内で医師が胸腔ドレナージ等を行う場合に移

動させ、傷病者左側又は左右に隊員が入るスペースを確保し、支援を行

う。   等 

 

イ 左右移動機能なしの場合の対応可否の考察 

次に、想定される上記活動について、左右移動機能がない救急自動車で実

施する場合の対応可否について尋ねたところ、以下のように、救急救命士を

含む救急隊員の処置等の実施は、一定の工夫があれば対応可能であるとの意

見が大半を占めた。 

 他方、同乗した医師の処置等を考慮する場合、以下のように、場合によっ

ては、他の救急自動車の出動を考慮した運用が必要との意見があった。 

 

・ 架台が固定されている場合も、観察・処置等を想定した設置（車両右側

に密着するような設置としない等）が考慮されていれば、対応可能であ

る。・・・（A） 

・ 隊員が傷病者左側に入ることが不可となる場合、処置等の実施のしやす

さは劣るが、傷病者右側からの実施が不可能ではない。・・・（B） 

・ 同乗医師を想定した場合、処置によっては、左右のスペースの確保がな

いと難しい場合も考えられるため、例えば、医師との連携が想定される

事案では、現場到着時間の差が無い範囲で、左右移動可能な架台をもつ

救急自動車の出動を考慮する等、柔軟な対応も必要。・・・（C） 

 

図表２－26 主に処置の実施に係る左右移動機能の活用場面の比較 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

区区分分 救救急急隊隊ににおおけけるる活活用用場場面面（（一一例例）） 左左右右移移動動ななししのの場場合合のの対対応応可可否否のの考考察察

11.. 主主にに処処置置のの実実施施
にに係係るるもものの

 傷病者の左上肢で静脈路確保を実施する場合に移動させ、
傷病者の左側に隊員が入るスペースを確保して処置を行う（下図②）。
または、ストレッチャーの“あおり”を広げられる程度移動させて、
左上肢を乗せるスペースを確保する。

 隊員が傷病者の左側に入ることが不可につき、実施しやすさは劣るが、
傷病者の右側スペースのみで実施不可能ではない。（B）

 仕様書上において、あおりの展開（斜め固定可能なあおりも有る）を想定した架
台の設置（車両右側に密着するような設置としない）を考慮することにより、実施
可能では。 （A）

 傷病者の右上肢で静脈路確保を実施する場合に移動させ、
傷病者の左右に隊員が入るスペースを確保し、反対側から胸骨圧迫を行う。

 隊員が傷病者の左側に入ることが不可につき、実施しやすさは劣るが、
傷病者の右側スペースのみで実施不可能ではない。（B）

 傷病者の負担にならない体位として左側臥位にする場合に移動させ、
傷病者の左側に隊員が入るスペースを確保し、
傷病者の観察・処置・介助（嘔吐等の介助）等を効率的に行う。

 隊員が傷病者の左側に入ることが不可につき、実施しやすさは劣るが、
傷病者の右側スペースから実施不可能ではない。（B）

 仕様書上において、観察・処置を想定した架台の設置（車両右側に密着するよ
うな設置としない）を考慮することにより、対応可能では。（A）

 医師同乗等により、
救急車内で医師が胸腔ドレナージや開胸心マを行う場合に移動させ、
傷病者の左側又は左右に隊員が入るスペースを確保し、支援を行う。

 ドクターの高度な処置を実施する場合、処置内容によっては、左右移動による
スペースの確保がないと難しい場合も考え得る。

 場合によっては、通報内容から、出動時間の差がない範囲で左右移動可能な
架台をもつ救急隊の出動を考慮する等の対応が必要では。（C）

※活用場面における
架台の「移動」とは、
車両右側に寄せた状態
から、車両左方向へ、
必要な分移動する
ことを表現。

図①： 通常の車両右側に寄った状態で、 

「右上肢」で静脈路確保をする様子 

図②： ストレッチャーを移動させて、傷病者左側 

から「左上肢」で静脈路確保をする様子 

 



　93　　92　
 

・ 医師同乗等により、救急車内で医師が胸腔ドレナージ等を行う場合に移

動させ、傷病者左側又は左右に隊員が入るスペースを確保し、支援を行
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イ 左右移動機能なしの場合の対応可否の考察 

次に、想定される上記活動について、左右移動機能がない救急自動車で実
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救急自動車の出動を考慮する等、柔軟な対応も必要。・・・（C） 

 

図表２－26 主に処置の実施に係る左右移動機能の活用場面の比較 
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③ 主に傷病者の収容に係る左右移動機能の活用場面（図表２－27） 
ア 救急隊における活用場面 

傷病者の収容時における、現行ストレッチャー架台の左右移動機能の活用

場面としては、以下のように、傷病者の体格、姿勢、使用されている医療資

器材等に応じて、収容に必要なスペースを確保するといった意見が寄せられ

た。 

 

・ 開放骨折等で左大腿部を外旋、左膝を屈曲している傷病者を収容する場

合に移動させ、ストレッチャー幅からはみ出た部分の収納スペースを確

保する。 

・ ストレッチャーの積載許容範囲であるが、ストレッチャー幅からはみ出

る体格の傷病者を収容する場合に移動させ、ストレッチャー幅からはみ

出た部分の収納スペースを確保する。 

・ 転院搬送時に輸液ポンプ等多くの資器材が使用されている場合に移動さ

せ、傷病者の左右に資器材が入るスペースを確保する。    

・ ストレッチャーを車外に出せない場所（悪路・段差）へ救急車を停車す

る場合に移動させ、傷病者の左右に隊員が入るスペースを確保し、布担

架等で車内収容する。   等 

 

イ 左右移動機能なしの場合の対応可否の考察 

次に、想定される上記活動について、左右移動機能がない救急自動車で実

施する場合の対応可否について尋ねたところ、以下のように、一定の工夫が

あれば対応可能であるが、場合によっては、他の救急自動車の出動を考慮し

た運用が必要との意見であった。 

 

・ ストレッチャーの許容積載荷重の範囲の体格の場合、あおりの展開を想

定した架台の設置（車両右側に密着するような設置としない）を考慮さ

れていれば、対応可能。・・・（A） 

・ 現場到着時に収納が難しいと判断されるような体格、姿勢等であれば、

左右移動可能な架台をもつ救急隊の早期増隊要請等、柔軟な対応も必

要。・・・（C） 

・ 転院搬送時における傷病者の医療資器材等の考慮については、医師等の

確認のもとで、設置場所を工夫することで対応可能。・・・（B） 

・ 救急自動車の部署位置により、ストレッチャーを外に出せない等の状況

等の想定については、左右移動ができないことを念頭に、多少距離を置

いても、部署位置を考慮することで対応可能。・・・（B） 
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図表２―27 主に傷病者の収容に係る左右移動機能の活用場面の比較 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

④ 主に資器材の活用・管理に係る左右移動機能の活用場面（図表２－28） 
ア 救急隊における活用場面 

車両や資器材の活用・管理時における、現行ストレッチャー架台の左右移

動機能の活用場面としては、以下のように、ストレッチャーを移動させて取

り出している資器材や、ストレッチャーを移動させて設置している資器材等

があり、必要なスペースを確保するためといった意見があった。 

・ 車両右側のストレッチャー架台付近に収納している資器材（バックボー

ド・スクープストレッチャーなど）を、出動途上で準備する場合に移動

させ、取り出しスペースを確保して、準備する。 

・ 感染症対策資器材や保育器等、ストレッチャー上に資器材を設置する場

合に移動させ、設置し易いスペース又は車内収容するために必要なスペ

ースを確保する。   等 

イ 左右移動機能なしの場合の対応可否の考察 

次に、想定される上記活動について、左右移動機能がない救急自動車で実

施する場合の対応可否について尋ねたところ、以下のように、いずれも、一

定の工夫があれば対応可能であるとの意見であった。 

  

区区分分 救救急急隊隊ににおおけけるる活活用用場場面面（（一一例例）） 左左右右移移動動ななししのの場場合合のの対対応応可可否否のの考考察察

22.. 主主にに傷傷病病者者のの収収容容
にに係係るるもものの

 開放骨折等で左大腿部を外旋、左膝を屈曲している傷病者を収容する場合に
移動させ、ストレッチャー幅からはみ出た部分の収納スペースを確保する。

 仕様書上において、あおりの展開を想定した架台の設置（車両右側に密着する
ような設置としない）を考慮することにより、一定対応可能では。（A）

 他方、屈折の状況によるが、収容するにあたって、症状の悪化に至らない程度
で、伸展させる等の対応が必要になるのでは。収納不可・傷病者に過度な負担
を与える場合は、別途左右移動可能な架台をもつ救急隊の早期増隊要請等の
対応となるのでは。（C）

 メインストレッチャーの積載許容範囲であるが、
ストレッチャー幅からはみ出る体格の傷病者を収容する場合（下図③）に
移動させ、ストレッチャー幅からはみ出た部分の収納スペースを確保する。

 ストレッチャーの許容積載荷重の範囲で想定される体格の場合、
仕様書上において、あおりの展開を想定した架台の設置（車両右側に密着する
ような設置としない）を考慮することにより、一定対応可能では。（A）

 収納不可の場合は、左右移動可能な架台をもつ救急隊の早期増隊要請等の
対応となるのでは。（C）

 転院搬送時に輸液ポンプ等多くの資器材が使用されている場合に移動させ、
傷病者の左右に資器材が入るスペースを確保し、車内収容する。

 傷病者の左右に十分なスペースを確保できるとは限らないが、
仕様書上において、架台の設置場所（車両右側に密着するような設置としない）
を考慮することや、医師等の確認のもとで、配置等を工夫して車内収容すること
で対応可能では。（A・B）

 メインストレッチャーを車外に出せない場所（悪路・段差）へ
救急車を停車する（布担架等で車内に収容する必要がある）場合（下図④）
に移動させ、傷病者の左右に隊員が入るスペースを確保し、車内収容する。

 隊員が傷病者の左右に入ることが不可につき、布担架等のままでの車内収容
は難しい。車両の部署位置を考慮し、メインストレッチャーを車外に出すことが
できれば、実施可能では。（B）

※活用場面における
架台の「移動」とは、
車両右側に寄せた状態
から、車両左方向へ、
必要な分移動する
ことを表現。

図③： 通常の車両右側に寄った状態で、 

    ストレッチャー幅からはみ出る体格の傷病者 

    を収容しようとした様子 

 

図④： ストレッチャー移動させて  

    傷病者の左右から布担架を保持し、 

    布担架で車内収容する様子 
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図表２―27 主に傷病者の収容に係る左右移動機能の活用場面の比較 
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・ 資器材の取り出しに関しては、それを想定した架台の設置（車両右側に

密着するような設置としない）を考慮することや、積載資器材を出し入

れするための構造（斜め上方から出し入れ可能な構造など）を工夫する

ことにより、対応可能。・・・（A） 

・ 停車後にバックドアを開けると取り出せる構造が一般的であることから、

出動途上における事前準備の必要性が高い（準備に時間がかかる）資器

材の配置は避け、現着後の速やかな取り出しで対応可能な資器材を配置

する等により、対応可能。・・・（B） 

・ ストレッチャー上への資器材の設置に関しては、それを想定した架台の

設置（車両右側に密着するような設置としない）を考慮することにより

対応可能。・・・（A） 

 

図表２－28 主に車両や資器材の活用・管理に係る左右移動機能の活用場面の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区区分分 救救急急隊隊ににおおけけるる活活用用場場面面（（一一例例）） 左左右右移移動動ななししのの場場合合のの対対応応可可否否のの考考察察

33.. 主主にに
車車両両やや資資器器材材のの
活活用用・・管管理理
にに係係るるもものの

 車両右側の車壁部分（メインストレッチャー設置位置）に収納している資器材
（バックボード・スクープストレッチャーなど）を、出動途上で準備する場合に
移動させ、取り出しスペースを確保して、準備する（下図⑤）。

 仕様書上において、架台の設置場所（車両右側に密着するような設置としない）
を考慮することや、積載資器材を出し入れするための構造（斜め上方から出し
入れ可能な構造など）を工夫することにより、対応可能では。（A）

 併せて、出動途上における事前準備の必要性が高い（準備に時間がかかる）、
資器材の配置は避け、現着後の速やかな取り出しで対応可能な資器材を配置
する等の工夫でも、対応可能では。（B）

 車両右側に、吐物・血液等が入り込んだ場合に移動させ、
清拭・消毒の漏れがないように実施する。

 仕様書上において、架台の設置場所（車両右側に密着するような設置としない）
を考慮し、ストレッチャーを降ろした状態であれば、問題なく対応可能では。
（A）

 感染症対策資器材や保育器等、ストレッチャー上に資器材を設置する
場合（下図⑥）に移動させ、設置し易いスペース又は車内収容するために
必要なスペースを確保する。

 仕様書上において、架台の設置場所（車両右側に密着するような設置としない）
を考慮することにより対応可能では。（A）

※活用場面における
架台の「移動」とは、
車両右側に寄せた状態
から、車両左方向へ、
必要な分移動する
ことを表現。

図⑤： 高規格の救急自動車標準仕様における配置例 

図⑥： 消防本部が保有する感染防止資器材を車内で設置している様子（左） 

感染防止資器材を設置したストレッチャーを車内収納している様子（右） 
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前述（４）の整理のように、現行ストレッチャー架台においては、車両右側に

最も寄せた状態（傷病者右側の活動スペースを最大限確保した状態：図表２－25

－①）から、車両左側に最も寄せた状態（傷病者左側の活動スペースを最大限確

保した状態：図表２－25－③）まで、無段階調整が可能である点を生かし、傷病

者の状態や必要な活動内容に応じて、活動スペースを柔軟に確保しながら対応が

可能である。具体的に左右移動機能を使用している様々な場面に鑑みると、限ら

れた救急車内のスペースにおいて、状況に応じて救急活動の効率化に資すること

が期待され、左右移動ができる構造があれば利便性が高い点は、標準的な仕様等

の検討当時から考え方に変わりはない。 

他方、同様の場面で左右移動ができない状況を想定し、対応可否を比較検討し

た結果、 

(A) 左右移動を活用する場面を考慮して、車両に備え付ける架台の設置位置、

資器材の収納位置等の仕様書上の工夫 

(B) 傷病者の左右に隊員を配置して行っていた処置・対応に対する片側からの

実施、その他代替案による工夫 

(C) 左右移動が可能な架台のある救急車の早期応援要請等の想定される状況

に応じた日常訓練の充実 

等について、各消防本部の実情に応じて、十分な工夫が検討されることを前提

として、（A）（B）によって対応可能な場面も多い。即ち、高規格救急自動車の趣

旨とかけ離れているとは考えにくい。 

また、（C）のように、救急要請後の指令段階から現場到着後の活動段階までに

おいて組織的なフォロー体制も必要に応じて考え得ることから、必ずしも全ての

車両の架台が左右移動機能を保持しないとしても、救急活動自体に支障を来すと

は考えにくい。 

以上の点を総合的に踏まえ、電動ストレッチャーの導入に係る左右移動機能の

考え方について、まず、現行ストレッチャー架台に求める左右移動機能について

は、その有用性に鑑みて、電動ストレッチャーにおいても原則として備えるべき

機能であると考える。 

一方で、各消防本部の実情に応じて、十分な工夫が検討されるとともに、救急

隊員の活動等において支障がないと認められる場合にあっては、例外的に、架台

に左右移動機能を有していない場合においても、現行ストレッチャーと同様に、

高度な応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する高規格の救急自動車

に積載するものとして取扱って差し支えないと考える。 
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電動ストレッチャーの導入に係る防振機能の考え方については、次年度の消防

庁における検証に向けて、検討会としての考え方をとりまとめた。 

既存のストレッチャーに対して求められている「振動及び水平方向の加速度を

減衰させる構造」については、搬送中の振動等による傷病者への負担を軽減させ

る目的であるが、標準的な仕様等において明確な数値基準は設けられておらず、

製造開発業者の企業努力を基礎として、製造開発業者及び発注者である消防本部

双方における過去からの蓄積の下に、その性能が確保されてきているのが実情で

ある。 

こうした背景のもと、現行ストレッチャー架台に関しては、空気バネ式やスイ

ング式による防振機能（いわゆる防振装置）を備えた架台が一般的なものとして

広く普及している一方で、現行の標準仕様書の策定後に開発が進んできた電動ス

トレッチャーの専用架台については、現時点において、防振機能に関する過去か

らの蓄積はない。 

しかしながら、現場でストレッチャーを使用している消防本部からの意見等を

踏まえると、今後の消防庁の検証において、各製造開発業者等の協力が得られる

範囲で性能試験等を実施し、現行ストレッチャーと既存の電動ストレッチャーの

防振性能の比較において、おおむね同等と認められる目安が整理出来るのであれ

ば、厳格な防振基準の設定や審査体制まで求めなくとも、当該目安をもって特段

問題がないと整理することも可能と考えられる。 

このことから、電動ストレッチャーの防振機能については、現行ストレッチャ

ー架台において確保されてきた性能とおおむね同等の目安をもって一定の確認

が出来るのであれば、現行ストレッチャーと同様に、高度な応急処置を行うため

に必要な構造及び設備を有する高規格の救急自動車に積載するものとして取扱

って差し支えないと考える。 

 

 

本検討会における左右移動機能に係る検討結果（前述（５））及び防振機能に

係る意見（前述（６））を踏まえれば、救急隊員の身体的負担軽減や女性隊員の

更なる活躍を図る観点から、防振機能に関する整理を前提として、電動ストレッ

チャーを「緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱」の対象に追加する方向で

速やかに検討することが望まれる。 

また、使用する資器材の将来的な発展に応じて、高規格救急自動車の標準仕様

のあり方については、必要に応じて引き続き検討が行われることが望まれる。 
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